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施策の柱１ 子どもたち一人一人の可能性を引き出す教育の推進 

 

 

 

 

 

○ 幼児期から高校までの教育活動全体を通じて、人間としての生き方を考え、主体的な判断の下に行動

し、自立した人間として、他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う教育を推進しま  

す。 

 

○ 学校における道徳教育について、保護者や地域の人々と共通理解を図り、相互の連携に向けた取組を

推進します。 

  

○ 人権に関する正しい知識を深め、自他を尊重する態度を育成する人権教育の取組を推進します。 

   

 

 

 

○ 学校の教育活動全体を通じた組織的・計画的な道徳教育の推進 

 ・ 校長の方針の下、全教職員が協力した道徳教育の推進体制の確立 

 ・ 道徳科を要とした道徳教育におけるカリキュラム・マネジメント*の充実 

 ・ 子ども一人一人のよい点や可能性、成長の状況などを積極的に評価し、学習したことの意義や価値

を実感できる評価の充実 

 

○ 道徳科の授業改善の取組の推進 

 ・ 自己を見つめ、物事を広い視野から多面的・多角的に考え、自己や人間としての生き方についての

考えを深めるなど、道徳科の特質を踏まえた指導方法や評価方法の工夫・改善に向けた校内研修の充

実 

・ 本道にゆかりのある先人などを題材とした道徳教育に関する教材等の効果的な活用の推進 

 

○ 家庭や地域社会との連携による指導の充実 

 ・ 保護者や地域の理解と協力を得るための積極的な授業公開等の促進 

 ・ 外部人材の協力を得た授業の支援 

 ・ コミュニティ・スクール*などを活用した学校運営協議会における協議の充実 

 

○ 組織的・計画的な人権教育の推進 

 ・ 子どもの発達の段階に応じた、多様性の尊重や価値観の異なる他者との共生の実現に向けた人権教

育の展開 

 ・ 指導者研修会等による教員の指導力向上 

・ 地域での啓発活動により、人権に対する意識を醸成 

 

道徳教育の充実 施策項目 10 

施策の方向性 ～10 年後を見据えて～ 

主な取組 
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【推進指標】 

指 標 現状値(R4) 目標値(R9) 

自分には、よいところがあると思う児童生徒の割合 小 76.8％,中 77.6％ 小 87.0％,中 84.0％ 

道徳の授業で、自分の考えを深めたり、話し合ったりす

る活動に取り組んでいる児童生徒の割合 
小 82.3％,中 88.8％ 小 90.0％,中 94.0％ 

道徳科の保護者や地域への授業公開を全学年で行って

いる学校の割合 
小 70.8％,中 77.2％ 小 91.0％,中 95.0％ 

研究授業等の実践を通じた道徳科の授業改善に関する

校内研修を行っている学校の割合 
小 74.6％,中 80.6％ 小 98.0％,中 94.0％ 

 

 

 

 

 

●カリキュラム・マネジメント 

児童生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと、教育課程の実施状況を

評価してその改善を図っていくこと、教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなどを通して、教育課程に基づき組

織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと。 

●コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会が任命した保護者や地域住民等により構成される「学校運営協議会」を設置している学校を指し、 

一定の権限と責任を持って、学校運営の基本方針の承認や、教育活動について意見を述べることができる制度。 

 

 社会教育課 義務教育課 教職員育成課 

・ICTを効果的に活用した道徳科の授業改善への支援 

・学校のホームページなど ICT を活用した家庭・地域社会への周知 

・道徳教育に関する教材・実践事例等を掲載したWebページの充実 

高校教育課 

担当課 HP 

関連する主な SDGs の目標 

  

【道徳教育】 

 道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められ

た教育の根本精神に基づき、自己の生き方を考え、主

体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と

共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う

ことを目標としています。 

※参考：「小学校学習指導要領（平成29年告示）」 

 

［参考資料］北海道版道徳教材「きた ものがたり」 

～北海道の先人の生き方に学ぶ～ 

・本道にゆかりのある先人な

どを題材とした道徳教材 

 

【人権教育】 

 人権教育とは、「人権尊重の精神の涵養を目的とす

る教育活動」を意味し、「国民が、その発達段階に応

じ、人権教育の理念に対する理解を深め、これを体得

することができる」ことを旨としており、児童生徒に

基本的人権の尊重の精神が正しく身に付くよう、地域

の実情を踏まえ、学校の教育活動全体を通じて推進す

ることが重要です。 

※参考：「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」 

 

［参考資料］北海道人権施策推進基本方針(令和３年７月) 

・道民一人一人が互いの個性や人格を

尊重し合い、真に人権が尊重される北

海道づくりに取り組むため、道が策定 


